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第３６号議案 

 

専決処分の承認を求めることについて［草加市税条例の一部を改正する条

例］ 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを議会に報告し、承認を求める。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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専 決 処 分 書 
                

                

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、専決処分する。 

 

   草加市税条例の一部を改正する条例 別紙 

 

専 決 処 分 理 由 

 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）が令和６年３月３０日に公布

され、その一部が令和６年４月１日から施行されることに伴い、草加市税条例の一部を改

正する条例を制定する必要を認めた。 

 この条例は、議会の議決を経て制定すべきところであるが、議会を招集する時間的余裕

がないことが明らかであると認め、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分す

る。 

 

   令和６年３月３０日 

 

草加市長 瀨 戸 百合子 
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   草加市税条例の一部を改正する条例 

 

 草加市税条例（昭和２９年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第５１条第２項中「によって、」を「により」に、「添附」を「添付」に改め、同項

に次のただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、か

つ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

第５１条第３項中「によって、」を「により」に、「においては」を「には」に改め

る。 

第７２条第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当すること

が明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、この限り

でない。 

第７２条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め

る。 

第１３６条の２第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のただし書を加

える。 

ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当

することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合

は、この限りでない。 

第１３６条の２第３項中「によって」を「により」に改める。 

附則第１０条の４の次に次の４条を加える。 

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第１０条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４項及び第５項

に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和６年度分特別税額控除額を、前

年の合計所得金額が１８，０５０，０００円以下である所得割の納税義務者（次条及

び附則第１０条の７において「特別税額控除対象納税義務者」という。）の第３４条

の３、第３４条の６から第３４条の９まで、附則第５条第２項、附則第１０条第１

項、附則第１０条の３の２第１項、前条及び附則第１２条の２の規定を適用した場合

の所得割の額から控除する。 
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２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の７第２項、第４７条の５第１項及び

前条の規定の適用については、第３４条の７第２項及び前条中「附則第５条の６第２

項」とあるのは「附則第５条の６第２項及び第５条の８第６項」と、第４７条の５第

１項中「課した」とあるのは「附則第１０条の５第１項の規定の適用がないものとし

た場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないもの

とした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第１０条の５

第１項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。 

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第１０条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載す

べき各納期の納付額については、第４１条の規定にかかわらず、次に定めるところに

よる。 

⑴ 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の

額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個

人の市民税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額

（法附則第５条の８第１項及び第２項の規定の適用がないものとした場合に算出さ

れる普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。）及び普通徴収に係る森林環境税の

額の合算額（以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税

の額」という。）からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る

個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額（以下

この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。）がそ

の者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を４で除して得た金額

（当該金額に１，０００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が１，００

０円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項

において「分割金額」という。）に３を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前

の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項

において「第１期分金額」という。）に満たない場合には、当該納税通知書に記載

すべき各納期の納付額は、第４０条第１項に規定する第１期の納期（以下この項、

次項及び次条第１項において「第１期納期」という。）においてはその者の第１期

分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額と

し、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。 
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⑵ 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額が

その者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金

額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額

は、第１期納期においてはないものとし、第４０条第１項に規定する第２期の納期

（以下この項及び次条第１項において「第２期納期」という。）においてはその者

の第１期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民

税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第４０条第１項に規定する第３期の納

期（以下この項において「第３期納期」という。）及び同条第１項に規定する第４

期の納期（以下この項において「第４期納期」という。）においてはその者の分割

金額とする。 

⑶ 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額が

その者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の

第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額に満たない場合

には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期及び第２期納期

においてはないものとし、第３期納期においてはその者の第１期分金額とその者の

分割金額に２を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に

係る特別税額控除額を控除した額とし、第４期納期においてはその者の分割金額と

する。 

⑷ 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額が

その者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額以上で

ある場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期、第２

期納期及び第３期納期においてはないものとし、第４期納期においてはその者の普

通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に

係る森林環境税の額の合算額とする。 

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第４７条第１項の規定により普通徴収

の方法によって徴収されることとなったものを除く。）を同項の規定により普通徴収

の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。 

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例） 

第１０条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第４７条の２第１項の規定により特

別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税（第３項
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において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。）の額及び同条第２項

の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の

市民税の額については、次に定めるところによる。 

⑴ 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の

額（附則第１０条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される第４

７条の２第１項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等

割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第５号に

おいて同じ。）の合算額（以下この号及び第５号において「年金所得に係る所得割

額及び均等割額の合算額」という。）をいう。以下この号及び第３項第１号におい

て同じ。）からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した

額（以下この項及び第３項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額

（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴

収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の

２分の１に相当する額をいう。以下この号において同じ。）を控除した額をいう。

以下この号において同じ。）を２で除して得た金額（当該金額に１，０００円未満

の端数があるとき、又は当該金額の全額が１，０００円未満であるときは、その端

数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第２期分金額」とい

う。）をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した

残額に相当する金額（以下この項において「第１期分金額」という。）に満たない

場合には、第１期納期及び第２期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年

金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項において「普通徴収対象税額」

という。）並びに第４７条の３に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、

特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額

（以下この項及び第３項において「特別徴収対象税額」という。）は、第１期納期

においてはその者の第１期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る

特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第２期納期においてはその者の第

２期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３

０日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の

額を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又は当該金
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額の全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金

額。以下この項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の

特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金

額（以下この項において「１０月分金額」という。）に相当する税額、同年１２月

１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額と

する。 

⑵ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の第

２期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税

額は、第１期納期における税額はないものとし、第２期納期においてはその者の第

１期分金額とその者の第２期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の

市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属

する年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の１０月分金額に

相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の

分割金額に相当する税額とする。 

⑶ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額以上であり、かつ、

その者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分金額の合計額

に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び

第２期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の１０月１日

から１１月３０日までの間においてはその者の第１期分金額、その者の第２期分金

額及びその者の１０月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３

月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

⑷ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分金額の合

計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の

１０月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税

額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属

する年の１０月１日から１１月３０日までの間における税額はないものとし、同年
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１２月１日から翌年の１月３１日までの間においてはその者の第１期分金額、その

者の第２期分金額、その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額からその

者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する

税額、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当す

る税額とする。 

⑸ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金額及びそ

の者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象

税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属する年の１０月１日

から翌年の１月３１日までの間における税額はないものとし、同年２月１日から３

月３１日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算

額に相当する税額とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用については、同条第

２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の１０月１日から

翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象

年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第１０条の７第１項各号

に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額

（第１項の規定の適用があるものを除く。）については、次に定めるところによる。 

⑴ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前

の年金所得に係る個人の市民税の額から第４７条の５第１項に規定する年金所得に

係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。）を３で除し

て得た金額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が１

００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この

項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除

前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この

項において「１０月分金額」という。）に満たない場合には、特別徴収対象税額

は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間においては

その者の１０月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控
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除額を控除した残額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの

間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

⑵ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の１０月分金額以上であり、かつ、その者の１０月分金額とその者の分

割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属

する年の１０月１日から１１月３０日までの間における税額はないものとし、同年

１２月１日から翌年の１月３１日までの間においてはその者の１０月分金額とその

者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１日から３月３１日までの間にお

いてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

⑶ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合には、特

別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の１月３１日

までの間における税額はないものとし、同年２月１日から３月３１日までの間にお

いてはその者の第４７条の５第２項の規定により読み替えられた第４７条の２第１

項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用については、同条第

２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の１０月１日から

翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象

年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第１０条の７第３項各号

に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第４７条の６第１項の規定の適用がある場合につ

いては、前各項の規定は、適用しない。 

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第１０条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２第３項及び第４

項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７年度分特別税額控除額を、

同条第３項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第３４条の３、第３４条の６か

ら第３４条の９まで、附則第５条第２項、附則第１０条第１項、附則第１０条の３の

２第１項、附則第１０条の４及び附則第１２条の２の規定を適用した場合の所得割の

額から控除する。 
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附則第１１条第２項中「前条」を「附則第１０条の４」に改め、同条第３項中「第３

４条の９第１項」の次に「、附則第１０条の５第１項及び前条」を加え、「同項中」を

「第３４条の９第１項中」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を

「と、附則第１０条の５第１項中「前条及び」とあるのは「前条、附則第１１条第２項及

び」と、前条中「附則第１０条の４及び」とあるのは「附則第１０条の４、次条第２項及

び」とする」に改める。 

附則第１３条の２第７項中「附則第１５条第２５項第２号イ」を「附則第１５条第２

５項第３号イ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２５項第２号ロ」を「附則第１５

条第２５項第３号ロ」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２５項第２号ハ」を「附則

第１５条第２５項第３号ハ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２５項第３号イ」

を「附則第１５条第２５項第４号イ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２５項第

３号ロ」を「附則第１５条第２５項第４号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第

２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２５項第４号ハ」に改め、同条第１４項を削り、同

条第１５項中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同項を同条

第１４項とし、同条第１６項中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４２項」に

改め、同項を同条第１５項とし、同条第１７項を同条第１６項とし、同条第１８項を同条

第１７項とする。 

附則第１３条の３第１２項中「附則第７条第１７項」を「附則第７条第１８項」に改

め、同項を同条第１３項とし、同条第１１項中「附則第７条第１６項各号」を「附則第７

条第１７項各号」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１０項中「附則第７条第１１

項各号」を「附則第７条第１２項各号」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項中

「附則第７条第１０項各号に規定する」を「附則第７条第１１項各号に掲げる」に改め、

同項を同条第１０項とし、同条第８項中「附則第７条第９項各号」を「附則第７条第１０

項各号」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項中「附則第７条第８項各号」を「附

則第７条第９項各号」に改め、同項を同条第８項とし、同条中第６項を第７項とし、第３

項から第５項までを１項ずつ繰り下げ、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のうち区分所有に

係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優良住宅

の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第４項に規定する管理

者等から、法附則第１５条の７第３項に規定する期間内に施行規則附則第７条第４項
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に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第１５条の７

第１項又は第２項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかか

わらず、同条第１項又は第２項の規定を適用することができる。 

附則第１４条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、同条第８号中「附則第１９条の３第５項」を「附則第１９条の３第

４項」に改める。 

附則第１４条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７年度又は令和

８年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は令和５年度分」を「令和７年度分又は

令和８年度分」に改め、同条第２項中「令和４年度適用土地又は令和４年度類似適用土地」

を「令和７年度適用土地又は令和７年度類似適用土地」に、「令和５年度分」を「令和８

年度分」に改める。 

附則第１５条の前の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から

令和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年

度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の固定資産税にあって

は、１００分の２．５）」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固

定資産税の課税標準額）」を削り、同条第２項及び第３項中「令和４年度分及び令和５年

度分」を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改め、同条第４項及び第５項中

「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第１５条の３中「令和３年法律第７号」を「令和６年法律第４号」に、「令和３

年改正法」を「令和６年改正法」に、「附則第１４条第１項」を「附則第２１条第１項」

に、「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第１６条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、「。以下この条において同じ。」及び「（令和３年度分の固定資産

税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削る。 

附則第１６条の２第４項を削る。 

附則第１６条の３第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令

和８年度まで」に改め、「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産

税の課税標準額）」を削り、同条第２項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６

年度から令和８年度までの各年度分」に改める。 
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附則第１９条中「附則第１６条、附則第１６条の２又は附則第１６条の３」を「第１

６条、第１６条の２又は第１６条の３」に、「附則第１６条又は附則第１６条の３」を

「第１６条又は第１６条の３」に改め、「又は第４項」を削る。 

附則第１９条の３第１項中「附則第１５条の規定」を「附則第１５条から第１５条の

３までの規定」に、「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度ま

で」に改め、同条第２項中「令和６年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 

附則第１９条の６の２第３項に次の１号を加える。 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用については、附則第１０条

の５第１項及び附則第１０条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第１９条の６の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１９条の７第３項に次の１号を加える。 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用については、附則第１０条

の５第１項及び附則第１０条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第１９条の７第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２０条第３項に次の１号を加える。 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用については、附則第１０条

の５第１項及び附則第１０条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第２０条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２１条第５項に次の１号を加える。 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用については、附則第１０条

の５第１項及び附則第１０条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第２１条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２１条の２第２項に次の１号を加える。 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用については、附則第１０条

の５第１項及び附則第１０条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第２１条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２１条の３第２項に次の１号を加える。 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用については、附則第１０条

の５第１項及び附則第１０条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第２１条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 
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附則第２１条の３の２第２項に次の１号を加える。 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用については、附則第１０条

の５第１項及び附則第１０条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第２１条の３の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２１条の３の２第５項に次の１号を加える。 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用については、附則第１０条

の５第１項及び附則第１０条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第２１条の３の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２１条の３の３第２項に次の１号を加える。 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用については、附則第１０条

の５第１項及び附則第１０条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第２１条の３の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２１条の３の３第５項に次の１号を加える。 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用については、附則第１０条

の５第１項及び附則第１０条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第２１条の３の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２２条の前の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から

令和８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から

令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の都市計画税にあっては、１

００分の２．５）」及び「（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画

税の課税標準額）」を削る。 

附則第２２条の２及び第２２条の３中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６

年度から令和８年度までの各年度分」に、「にあっては」を「には」に改める。 

附則第２２条の４及び第２２条の５中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６

年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第２２条の６中「令和３年改正法附則第１４条第１項」を「令和６年改正法附則

第２１条第１項」に、「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度

まで」に改める。 

附則第２３条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和
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８年度まで」に改め、「。以下この条において同じ。」及び「（令和３年度分の都市計画

税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を削る。 

附則第２３条の３中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年

度まで」に改め、「（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課

税標準額）」を削る。 

附則第２３条の３の２中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和

８年度までの各年度分」に、「にあっては」を「には」に改める。 

附則第２４条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改める。 

附則第２５条中「第３５項」を「第３４項」に、「第３８項、第３９項、第４３項若

しくは第４６項」を「第３７項、第３８項、第４２項若しくは第４５項」に改める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の草加市税条例（次条第１項に

おいて「改正後の草加市税条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令

和６年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和５年度分までの固定資産税

については、なお従前の例による。 

２ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた地方税法等の一部を改

正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５

年法律第２２６号。次条第２項において「旧法」という。）附則第１５条第３２項に

規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資

産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第３条 次項に定めるものを除き、改正後の草加市税条例の規定中都市計画税に関する部

分は、令和６年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和５年度分までの都

市計画税については、なお従前の例による。 

２ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則第１５条第３
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２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する

固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。  
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  参  考  資  料                                                         

 

草加市税条例の一部を改正する条例の新旧対照表 

 

旧 新 

 （市民税の減免） 

第５１条 条文略 

２ 前項の規定によって、市民税の減免を受けようとする者は、納

期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添附して、市長に提出しなければな

らない。 

 

 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑶ 条文略 

３ 第１項の規定によって、市民税の減免を受けた者は、その事由

が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなけれ

ばならない。 

（固定資産税の減免） 

第７２条 条文略 

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、

納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受

 （市民税の減免） 

第５１条 条文略 

２ 前項の規定により市民税の減免を受けようとする者は、納期限

までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとす

る事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当するこ

とが明らかであり、かつ、市民税を減免する必要があると認める

場合は、この限りでない。 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑶ 条文略 

３ 第１項の規定により市民税の減免を受けた者は、その事由が消

滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならな

い。 

（固定資産税の減免） 

第７２条 条文略 

２ 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、納

期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受け
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けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

 

 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑹ 条文略 

３ 第１項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事

由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなけ

ればならない。 

（特別土地保有税の減免） 

第１３６条の２ 条文略 

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする

者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減

免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

 

 

 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑶ 条文略 

３ 第１項の規定によって特別土地保有税の減免を受けた者は、そ

の事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなけれ

ばならない。 

ようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項

各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、固定資産

税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑹ 条文略 

３ 第１項の規定により固定資産税の減免を受けた者は、その事由

が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければなら

ない。 

（特別土地保有税の減免） 

第１３６条の２ 条文略 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者

は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免

を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出し

なければならない。ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得

する土地が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、

かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、こ

の限りでない。 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑶ 条文略 

３ 第１項の規定により特別土地保有税の減免を受けた者は、その

事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければ

ならない。 
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附 則 

第１０条の４ 条文略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

第１０条の４ 条文略 

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第１０条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条

の８第４項及び第５項に規定するところにより控除すべき市民

税に係る令和６年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が

１８，０５０，０００円以下である所得割の納税義務者（次条及

び附則第１０条の７において「特別税額控除対象納税義務者」と

いう。）の第３４条の３、第３４条の６から第３４条の９まで、

附則第５条第２項、附則第１０条第１項、附則第１０条の３の２

第１項、前条及び附則第１２条の２の規定を適用した場合の所得

割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の７第２項、第

４７条の５第１項及び前条の規定の適用については、第３４条の

７第２項及び前条中「附則第５条の６第２項」とあるのは「附則

第５条の６第２項及び第５条の８第６項」と、第４７条の５第１

項中「課した」とあるのは「附則第１０条の５第１項の規定の適

用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とある

のは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年

中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第１０条の５第１項

の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。 

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第１０条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税

の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、第４１条
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の規定にかかわらず、次に定めるところによる。 

⑴ 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収

に係る個人の市民税の額（前条第１項の規定の適用がないもの

とした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額を

いう。）、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額

（法附則第５条の８第１項及び第２項の規定の適用がないも

のとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額

をいう。）及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額（以下

この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民

税の額」という。）からその者の普通徴収に係る個人の市民税

の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森

林環境税の額の合算額を控除した額（以下この項において「普

通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。）がそ

の者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を

４で除して得た金額（当該金額に１，０００円未満の端数があ

るとき、又は当該金額の全額が１，０００円未満であるときは、

その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項にお

いて「分割金額」という。）に３を乗じて得た金額をその者の

特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除

した残額に相当する金額（以下この項において「第１期分金額」

という。）に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき

各納期の納付額は、第４０条第１項に規定する第１期の納期

（以下この項、次項及び次条第１項において「第１期納期」と

いう。）においてはその者の第１期分金額からその者の普通徴

収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、そ
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の他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。 

⑵ 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に

係る特別税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、か

つ、その者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額に満

たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額

は、第１期納期においてはないものとし、第４０条第１項に規

定する第２期の納期（以下この項及び次条第１項において「第

２期納期」という。）においてはその者の第１期分金額とその

者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民

税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第４０条第１項に

規定する第３期の納期（以下この項において「第３期納期」と

いう。）及び同条第１項に規定する第４期の納期（以下この項

において「第４期納期」という。）においてはその者の分割金

額とする。 

⑶ 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に

係る特別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の分割

金額との合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とそ

の者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額に満たない

場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第

１期納期及び第２期納期においてはないものとし、第３期納期

においてはその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を

乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住

民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第４期納期にお

いてはその者の分割金額とする。 

⑷ 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に
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係る特別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の分割

金額に２を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当

該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期、第

２期納期及び第３期納期においてはないものとし、第４期納期

においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴

収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の

額の合算額とする。 

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第４７条第１項

の規定により普通徴収の方法によって徴収されることとなった

ものを除く。）を同項の規定により普通徴収の方法によって徴収

する場合については、前項の規定は、適用しない。 

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に

関する特例） 

第１０条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第４７条の２

第１項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年

金等に係る所得に係る個人の市民税（第３項において「年金所得

に係る特別徴収の個人の市民税」という。）の額及び同条第２項

の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に

係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定めるところ

による。 

⑴ 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得

に係る個人の市民税の額（附則第１０条の５第１項の規定の適

用がないものとした場合に算出される第４７条の２第１項に

規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び

均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。
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以下この号及び第５号において同じ。）の合算額（以下この号

及び第５号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の

合算額」という。）をいう。以下この号及び第３項第１号にお

いて同じ。）からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割

額の合算額を控除した額（以下この項及び第３項において「年

金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。）

がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の

額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特

別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控

除前の年金所得に係る個人の市民税の額の２分の１に相当す

る額をいう。以下この号において同じ。）を控除した額をいう。

以下この号において同じ。）を２で除して得た金額（当該金額

に１，０００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が

１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を

切り捨てた金額。以下この項において「第２期分金額」という。）

をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の

額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第

１期分金額」という。）に満たない場合には、第１期納期及び

第２期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等

に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項において「普

通徴収対象税額」という。）並びに第４７条の３に規定する特

別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって

徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以

下この項及び第３項において「特別徴収対象税額」という。）

は、第１期納期においてはその者の第１期分金額からその者の
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年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除し

た残額に相当する税額、第２期納期においてはその者の第２期

分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の１０月１

日から１１月３０日までの間においてはその者の特別税額控

除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を３で除して得た金

額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又は当該金額

の全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全

額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）

に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収

に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以

下この項において「１０月分金額」という。）に相当する税額、

同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはそ

の者の分割金額に相当する税額とする。 

⑵ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民

税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、

かつ、その者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計

額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税

額は、第１期納期における税額はないものとし、第２期納期に

おいてはその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との

合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の

属する年の１０月１日から１１月３０日までの間においては

その者の１０月分金額に相当する税額、同年１２月１日から翌

年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当

する税額とする。 
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⑶ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民

税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の

第２期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第１期分

金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分金額の合計

額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税

額は、第１期納期及び第２期納期における税額はないものと

し、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日

までの間においてはその者の第１期分金額、その者の第２期分

金額及びその者の１０月分金額の合計額からその者の年金所

得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額

に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの

間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

⑷ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民

税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第

２期分金額及びその者の１０月分金額の合計額以上であり、か

つ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の

１０月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合

には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期

及び第２期納期並びに当該年度の初日の属する年の１０月１

日から１１月３０日までの間における税額はないものとし、同

年１２月１日から翌年の１月３１日までの間においてはその

者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分

金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相

当する税額、同年２月１日から３月３１日までの間においては
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その者の分割金額に相当する税額とする。 

⑸ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民

税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第

２期分金額、その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合

計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象

税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属

する年の１０月１日から翌年の１月３１日までの間における

税額はないものとし、同年２月１日から３月３１日までの間に

おいてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合

算額に相当する税額とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の

適用については、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を

当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の３月３１日

までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収

対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則

第１０条の７第１項各号に規定する特別徴収の方法によって徴

収すべき額」とする。 

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収

の個人の市民税の額（第１項の規定の適用があるものを除く。）

については、次に定めるところによる。 

⑴ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民

税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴

収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る

個人の市民税の額から第４７条の５第１項に規定する年金所

得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号にお
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いて同じ。）を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満

の端数があるとき、又は当該金額の全額が１００円未満である

ときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下こ

の項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た金額を

その者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額

から控除した残額に相当する金額（以下この項において「１０

月分金額」という。）に満たない場合には、特別徴収対象税額

は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日

までの間においてはその者の１０月分金額からその者の年金

所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残

額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日まで

の間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

⑵ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民

税に係る特別税額控除額がその者の１０月分金額以上であり、

かつ、その者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額に

満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属

する年の１０月１日から１１月３０日までの間における税額

はないものとし、同年１２月１日から翌年の１月３１日までの

間においてはその者の１０月分金額とその者の分割金額との

合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１日から

３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する

税額とする。 

⑶ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民

税に係る特別税額控除額がその者の１０月分金額とその者の
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（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） 

第１１条 条文略 

分割金額との合計額以上である場合には、特別徴収対象税額

は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の１月３

１日までの間における税額はないものとし、同年２月１日から

３月３１日までの間においてはその者の第４７条の５第２項

の規定により読み替えられた第４７条の２第１項に規定する

年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の

適用については、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を

当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の３月３１日

までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収

対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則

第１０条の７第３項各号に規定する特別徴収の方法によって徴

収すべき額」とする。 

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第４７条の６第１項の規

定の適用がある場合については、前各項の規定は、適用しない。 

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第１０条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条

の１２第３項及び第４項に規定するところにより控除すべき市

民税に係る令和７年度分特別税額控除額を、同条第３項に規定す

る特別税額控除対象納税義務者の第３４条の３、第３４条の６か

ら第３４条の９まで、附則第５条第２項、附則第１０条第１項、

附則第１０条の３の２第１項、附則第１０条の４及び附則第１２

条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） 

第１１条 条文略 
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２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条

第５項に規定する場合において、第３６条の２第１項の規定によ

る申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２５条第２項

第２号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があると

きは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、

第３３条から第３４条の３まで、第３４条の６から第３４条の８

まで、附則第１０条第１項、附則第１０条の３第１項、附則第１

０条の３の２第１項及び前条の規定にかかわらず、法附則第６条

第５項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。 

 

３ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の９第１項の

規定の適用については、同項中「前３条」とあるのは、「前３条

並びに附則第１１条第２項」とする。 

 

 

 

 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１３条の２ 条文略 

２ 条文略 

～   ～  

６ 条文略 

７ 法附則第１５条第２５項第２号イに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２５項第２号ロに規定する設備について同

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条

第５項に規定する場合において、第３６条の２第１項の規定によ

る申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２５条第２項

第２号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があると

きは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、

第３３条から第３４条の３まで、第３４条の６から第３４条の８

まで、附則第１０条第１項、附則第１０条の３第１項、附則第１

０条の３の２第１項及び附則第１０条の４の規定にかかわらず、

法附則第６条第５項各号に掲げる金額の合計額とすることがで

きる。 

３ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の９第１項、附

則第１０条の５第１項及び前条の規定の適用については、第３４

条の９第１項中「前３条」とあるのは「前３条並びに附則第１１

条第２項」と、附則第１０条の５第１項中「前条及び」とあるの

は「前条、附則第１１条第２項及び」と、前条中「附則第１０条

の４及び」とあるのは「附則第１０条の４、次条第２項及び」と

する。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１３条の２ 条文略 

２ 条文略 
～   ～  

６ 条文略 

７ 法附則第１５条第２５項第３号イに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２５項第３号ロに規定する設備について同
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号に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２５項第２号ハに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 

10 法附則第１５条第２５項第３号イに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

11 法附則第１５条第２５項第３号ロに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

12 法附則第１５条第２５項第３号ハに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

13 条文略 

14 法附則第１５条第３２項に規定する市町村の条例で定める割

合は、３分の１とする。 

15 法附則第１５条第４２項に規定する市町村の条例で定める割

合は、３分の１とする。 

16 法附則第１５条第４３項に規定する市町村の条例で定める割

合は、４分の３とする。 

17 条文略 

18 条文略 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよ

うとする者がすべき申告） 

第１３条の３ 条文略 

２ 条文略 

 

 

 

号に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２５項第３号ハに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 

10 法附則第１５条第２５項第４号イに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

11 法附則第１５条第２５項第４号ロに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

12 法附則第１５条第２５項第４号ハに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

13 条文略 

 

 

14 法附則第１５条第４１項に規定する市町村の条例で定める割

合は、３分の１とする。 

15 法附則第１５条第４２項に規定する市町村の条例で定める割

合は、４分の３とする。 

16 条文略 

17 条文略 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよ

うとする者がすべき申告） 

第１３条の３ 条文略 

２ 条文略 

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良

住宅のうち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出

がなかった場合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する
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３ 条文略 

～   ～  

６ 条文略 

７ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条

第５項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、同条第４項に規定する居住安全改修工

事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附則第７条第８項各号に掲げる書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑺ 条文略 

８ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条

第１０項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改

修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

⑴ 条文略 

法律（平成２０年法律第８７号）第５条第４項に規定する管理者

等から、法附則第１５条の７第３項に規定する期間内に施行規則

附則第７条第４項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分

所有に係る住宅が法附則第１５条の７第１項又は第２項に規定

する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわら

ず、同条第１項又は第２項の規定を適用することができる。 

４ 条文略 

～   ～  

７ 条文略 

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条

第５項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、同条第４項に規定する居住安全改修工

事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑺ 条文略 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条

第１０項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改

修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第７条第１０項各号に掲げる書類を添

付して市長に提出しなければならない。 

⑴ 条文略 
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 ～   ～  

⑹ 条文略 

９ 法附則第１５条の９の２第１項に規定する特定耐震基準適合

住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特

定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１

０項各号に規定する書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑹ 条文略 

10 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改

修等住宅又は同条第５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅

専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、

法附則第１５条の９第９項に規定する熱損失防止改修工事等が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第１１項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑹ 条文略 

11 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに

係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

 ～   ～  

⑹ 条文略 

10 法附則第１５条の９の２第１項に規定する特定耐震基準適合

住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特

定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１

１項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑹ 条文略 

11 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改

修等住宅又は同条第５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅

専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、

法附則第１５条の９第９項に規定する熱損失防止改修工事等が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第１２項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑹ 条文略 

12 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに

係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施
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行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑸ 条文略 

12 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に

係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１７項に規定する補助に

係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する

法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の

規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１

２条第１９項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑷ 条文略 

⑸ 施行規則附則第７条第１７項に規定する補助の算定の基礎

となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

⑹ 条文略 

（土地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度

分の固定資産税の特例に関する用語の意義） 

第１４条 条文略 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

行規則附則第７条第１７項各号に掲げる書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑸ 条文略 

13 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に

係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１８項に規定する補助に

係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する

法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の

規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１

２条第１９項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑷ 条文略 

⑸ 施行規則附則第７条第１８項に規定する補助の算定の基礎

となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

⑹ 条文略 

（土地に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度

分の固定資産税の特例に関する用語の意義） 

第１４条 条文略 

⑴ 条文略 

 ～   ～  
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⑺ 条文略 

⑻ 平成５年度適用市街化区域農地 法附則第１９条の３第５

項 

（令和４年度又は令和５年度における土地の価格の特例） 

第１４条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似

の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、か

つ、市長が土地の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項に規

定する修正前の価格をいう。）を当該年度分の固定資産税の課税

標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認

める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標

準は、第６１条の規定にかかわらず、令和４年度分又は令和５年

度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附則第１７条

の２第１項に規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等に登

録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和４年度適用土地又

は令和４年度類似適用土地であって、令和５年度分の固定資産税

について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して

課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第６１条の規定にか

かわらず、修正された価格（法附則第１７条の２第２項に規定す

る修正された価格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたもの

とする。 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年

度分の固定資産税の特例） 

第１５条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度

分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産

⑺ 条文略 

⑻ 平成５年度適用市街化区域農地 法附則第１９条の３第４

項 

（令和７年度又は令和８年度における土地の価格の特例） 

第１４条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似

の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、か

つ、市長が土地の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項に規

定する修正前の価格をいう。）を当該年度分の固定資産税の課税

標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認

める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標

準は、第６１条の規定にかかわらず、令和７年度分又は令和８年

度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附則第１７条

の２第１項に規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等に登

録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和７年度適用土地又

は令和７年度類似適用土地であって、令和８年度分の固定資産税

について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して

課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第６１条の規定にか

かわらず、修正された価格（法附則第１７条の２第２項に規定す

る修正された価格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたもの

とする。 

（宅地等に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年

度分の固定資産税の特例） 

第１５条 宅地等に係る令和６年度から令和８年度までの各年度

分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産
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税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３の２の規定の適用を受ける

宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下この条において同じ。）に１００分の５（商業地等に係

る令和４年度分の固定資産税にあっては、１００分の２．５）を

乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の固定資産税にあって

は、前年度分の固定資産税の課税標準額）（当該宅地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」

という。）を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とす

る。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和４年度分及び

令和５年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定

資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等

が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等

であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、

税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３の２の規定の適用を受ける

宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下この条において同じ。）に１００分の５を乗じて得た額

を加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場合には、

当該宅地等調整固定資産税額とする。 

 

 

 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和６年度から令

和８年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地

等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受け

る商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える
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同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和４年度分及び

令和５年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定

資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の

規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以

上０．７以下のものに係る令和３年度から令和５年度までの各年

度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の

課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の

課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額（以下「商業地等据置固定資産

税額」という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を

超えるものに係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の

固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に

場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和６年度から令

和８年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地

等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該

宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又

は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅

地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合に

は、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以

上０．７以下のものに係る令和６年度から令和８年度までの各年

度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の

課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の

課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額（以下「商業地等据置固定資産

税額」という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を

超えるものに係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の

固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に
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係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に１０

分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額（以下「商業地等調整固定資産税額」という。）

とする。 

第１５条の３ 地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第

７号。以下「令和３年改正法」という。）附則第１４条第１項の

規定に基づき、令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定

資産税については、法附則第１８条の３の規定を適用しないこと

とする。 

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度

分の固定資産税の特例） 

第１６条 農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分

の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固

定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）

に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分

に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額（令和３

年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に１０

分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額（以下「商業地等調整固定資産税額」という。）

とする。 

第１５条の３ 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第

４号。以下「令和６年改正法」という。）附則第２１条第１項の

規定に基づき、令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定

資産税については、法附則第１８条の３の規定を適用しないこと

とする。 

（農地に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度

分の固定資産税の特例） 

第１６条 農地に係る令和６年度から令和８年度までの各年度分

の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固

定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の

次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げ

る負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産
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準額）を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額（以下「農地調整固定

資産税額」という。）を超える場合には、当該農地調整固定資産

税額とする。 

 表略 

（市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の

固定資産税の特例） 

第１６条の２ 条文略 

２ 条文略 

３ 条文略 

４ 令和２年度分の固定資産税について草加市税条例の一部を改

正する条例（令和３年条例第１３号）による改正前の草加市税条

例（以下「令和３年改正前の条例」という。）附則第１６条の２

第３項において準用する同条第１項ただし書の規定の適用を受

けた市街化区域農地に対して課する令和３年度分の固定資産税

の額は、前項の規定により算定した当該市街化区域農地に係る令

和３年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る令和２

年度分の固定資産税に係る令和３年改正前の条例附則第１６条

の２第３項において準用する同条第１項ただし書に規定する固

定資産税の課税標準となるべき額を当該市街化区域農地に係る

令和３年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合

における固定資産税額を超える場合には、当該固定資産税額とす

る。 

第１６条の３ 市街化区域農地に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した

税額（以下「農地調整固定資産税額」という。）を超える場合に

は、当該農地調整固定資産税額とする。 

 表略 

 

 

（市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の

固定資産税の特例） 

第１６条の２ 条文略 

２ 条文略 

３ 条文略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６条の３ 市街化区域農地に係る令和６年度から令和８年度

までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した
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当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市

街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定

資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額に１００

分の５を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の固定資産税

にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）（当該市街化

区域農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３

又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。）を超え

る場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和４年度

分及び令和５年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該

市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１

の額に１０分の２を乗じて得た額（当該市街化区域農地が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地で

あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場

合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

 

当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市

街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定

資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額に１００

分の５を乗じて得た額を加算した額（当該市街化区域農地が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地

であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「市街

化区域農地調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当

該市街化区域農地調整固定資産税額とする。 

 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和６年度

から令和８年度までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産

税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区

域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格の３分の１の額に１０分の２を乗じて得た額（当該市街化区域

農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は

附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける市街

化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に

満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額

とする。 
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（免税点の適用に関する特例） 

第１９条 附則第１５条、附則第１６条、附則第１６条の２又は附

則第１６条の３の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限

り、第６３条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、

附則第１５条、附則第１６条又は附則第１６条の３の規定の適用

を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規

定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

によるものとし、附則第１６条の２の規定の適用を受ける市街化

区域農地（附則第１６条の３の規定の適用を受ける市街化区域農

地を除く。）については附則第１６条の２第１項（同条第３項に

おいて準用する場合を含む。）又は第４項に規定するその年度分

の課税標準となるべき額によるものとする。 

（特別土地保有税の課税の特例） 

第１９条の３ 附則第１５条第１項から第５項までの規定の適用

がある宅地等（附則第１４条第２号に掲げる宅地等をいうものと

し、法第３４９条の３、第３４９条の３の２又は附則第１５条の

規定の適用がある宅地等を除く。）に対して課する令和３年度か

ら令和５年度までの各年度分の特別土地保有税については、第１

３３条第１号及び第１３６条の６中「当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産

税に係る附則第１５条第１項から第５項までに規定する課税標

準となるべき額」とする。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得の

うち平成１８年１月１日から令和６年３月３１日までの間にさ

れたものに対して課する特別土地保有税については、第１３３条

（免税点の適用に関する特例） 

第１９条 附則第１５条、第１６条、第１６条の２又は第１６条の

３の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第６３条に

規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第１５条、

第１６条又は第１６条の３の規定の適用を受ける宅地等、農地又

は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第

１６条の２の規定の適用を受ける市街化区域農地（附則第１６条

の３の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。）については

附則第１６条の２第１項（同条第３項において準用する場合を含

む。）に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるもの

とする。 

（特別土地保有税の課税の特例） 

第１９条の３ 附則第１５条第１項から第５項までの規定の適用

がある宅地等（附則第１４条第２号に掲げる宅地等をいうものと

し、法第３４９条の３、第３４９条の３の２又は附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用がある宅地等を除く。）に対し

て課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の特別土地

保有税については、第１３３条第１号及び第１３６条の６中「当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、

「当該年度分の固定資産税に係る附則第１５条第１項から第５

項までに規定する課税標準となるべき額」とする。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得の

うち平成１８年１月１日から令和９年３月３１日までの間にさ

れたものに対して課する特別土地保有税については、第１３３条
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第２号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは

「不動産取得税の課税標準となるべき価格（法附則第１１条の５

第１項の規定の適用がないものとした場合における課税標準と

なるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、「令

第５４条の３８第１項に規定する価格」とあるのは「令第５４条

の３８第１項に規定する価格（法附則第１１条の５第１項の規定

の適用がないものとした場合における価格をいう。）に２分の１

を乗じて得た額」とする。 

３ 条文略 

～   ～  

５ 条文略 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） 

第１９条の６の２ 条文略 

２ 条文略 

３ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

  

 

 

 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例） 

第１９条の７ 条文略 

２ 条文略 

第２号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは

「不動産取得税の課税標準となるべき価格（法附則第１１条の５

第１項の規定の適用がないものとした場合における課税標準と

なるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、「令

第５４条の３８第１項に規定する価格」とあるのは「令第５４条

の３８第１項に規定する価格（法附則第１１条の５第１項の規定

の適用がないものとした場合における価格をいう。）に２分の１

を乗じて得た額」とする。 

３ 条文略 

～   ～  

５ 条文略 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） 

第１９条の６の２ 条文略 

２ 条文略 

３ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用につ

いては、附則第１０条の５第１項及び附則第１０条の８中「所

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第１９条の６

の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例） 

第１９条の７ 条文略 

２ 条文略 
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３ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

  

 

 

 

４ 条文略 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２０条 条文略 

２ 条文略 

３ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

  

 

 

 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２１条 条文略 

２ 条文略 

～   ～  

５ 条文略 

３ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用につ

いては、附則第１０条の５第１項及び附則第１０条の８中「所

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第１９条の７

第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

４ 条文略 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２０条 条文略 

２ 条文略 

３ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用につ

いては、附則第１０条の５第１項及び附則第１０条の８中「所

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第２０条第１

項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２１条 条文略 

２ 条文略 

～   ～  

５ 条文略 
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 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

  

 

 

 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第２１条の２ 条文略 

２ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

  

 

 

 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２１条の３ 条文略 

２ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

  

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用につ

いては、附則第１０条の５第１項及び附則第１０条の８中「所

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第２１条第１

項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第２１条の２ 条文略 

２ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用につ

いては、附則第１０条の５第１項及び附則第１０条の８中「所

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第２１条の２

第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２１条の３ 条文略 

２ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用につ
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（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課

税の特例） 

第２１条の３の２ 条文略 

２ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

  

 

 

 

３ 条文略 

～   ～  

５ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

  

 

 

 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課

いては、附則第１０条の５第１項及び附則第１０条の８中「所

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第２１条の３

第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課

税の特例） 

第２１条の３の２ 条文略 

２ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用につ

いては、附則第１０条の５第１項及び附則第１０条の８中「所

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第２１条の３

の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

３ 条文略 

～   ～  

５ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用につ

いては、附則第１０条の５第１項及び附則第１０条の８中「所

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第２１条の３

の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課
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税の特例） 

第２１条の３の３ 条文略 

２ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

  

 

 

 

３ 条文略 

～   ～  

５ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

  

 

 

 

６ 条文略 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年

度分の都市計画税の特例） 

第２２条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度

分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画

税の特例） 

第２１条の３の３ 条文略 

２ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用につ

いては、附則第１０条の５第１項及び附則第１０条の８中「所

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第２１条の３

の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

３ 条文略 

～   ～  

５ 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑷ 条文略 

⑸ 附則第１０条の５及び附則第１０条の８の規定の適用につ

いては、附則第１０条の５第１項及び附則第１０条の８中「所

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第２１条の３

の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

６ 条文略 

（宅地等に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年

度分の都市計画税の特例） 

第２２条 宅地等に係る令和６年度から令和８年度までの各年度

分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画
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税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の

都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の都

市計画税について法第７０２条の３の規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以

下同じ。）に１００分の５（商業地等に係る令和４年度分の都市

計画税にあっては、１００分の２．５）を乗じて得た額を加算し

た額（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計

画税の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等

に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした

場合における都市計画税額（以下「宅地等調整都市計画税額」と

いう。）を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。 

第２２条の２ 前条の規定の適用を受ける商業地等に係る令和４

年度分及び令和５年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地

等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額を超える場合にあっては、前条の規定にかかわらず、

税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の

都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の都

市計画税について法第７０２条の３の規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以

下同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１

８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以

下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当

該宅地等調整都市計画税額とする。 

 

 

第２２条の２ 前条の規定の適用を受ける商業地等に係る令和６

年度から令和８年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額

は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の６を乗

じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１

５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額を超える場合には、前条の規定にかかわ
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当該都市計画税額とする。 

第２２条の３ 附則第２２条の規定の適用を受ける宅地等に係る

令和４年度分及び令和５年度分の宅地等調整都市計画税額は、当

該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た

額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額に満たない場合にあっては、附則第２２条の規定にかか

わらず、当該都市計画税額とする。 

第２２条の４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水

準が０．６以上０．７以下のものに係る令和３年度から令和５年

度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第２２条の規定にか

かわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度

分の都市計画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等

であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「商業

地等据置都市計画税額」という。）とする。 

第２２条の５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水

準が０．７を超えるものに係る令和３年度から令和５年度までの

らず、当該都市計画税額とする。 

第２２条の３ 附則第２２条の規定の適用を受ける宅地等に係る

令和６年度から令和８年度までの各年度分の宅地等調整都市計

画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の２

を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第

１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額に満たない場合には、附則第２２条の規定

にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

第２２条の４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水

準が０．６以上０．７以下のものに係る令和６年度から令和８年

度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第２２条の規定にか

かわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度

分の都市計画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等

であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「商業

地等据置都市計画税額」という。）とする。 

第２２条の５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水

準が０．７を超えるものに係る令和６年度から令和８年度までの
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各年度分の都市計画税の額は、附則第２２条の規定にかかわら

ず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に１０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）

又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「商業

地等調整都市計画税額」という。）とする。 

第２２条の６ 令和３年改正法附則第１４条第１項の規定に基づ

き、令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税につ

いては、法附則第２５条の３の規定を適用しないこととする。 

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度

分の都市計画税の特例） 

第２３条 農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分

の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額

が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都

市計画税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受ける農地であるときは、当

該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下こ

の条において同じ。）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に

掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を

乗じて得た額（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分

の都市計画税の課税標準額）を当該農地に係る当該年度分の都市

各年度分の都市計画税の額は、附則第２２条の規定にかかわら

ず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に１０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）

又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「商業

地等調整都市計画税額」という。）とする。 

第２２条の６ 令和６年改正法附則第２１条第１項の規定に基づ

き、令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市計画税につ

いては、法附則第２５条の３の規定を適用しないこととする。 

（農地に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度

分の都市計画税の特例） 

第２３条 農地に係る令和６年度から令和８年度までの各年度分

の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額

が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都

市計画税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受ける農地であるときは、当

該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）に、当

該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応

じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額（以下「農地調整都市計画税額」という。）
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計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税

額（以下「農地調整都市計画税額」という。）を超える場合には、

当該農地調整都市計画税額とする。 

 表略 

第２３条の３ 市街化区域農地に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第１

６条の２の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る

当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分

の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該

市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格の３分の２の額に１００分の５を乗じて得た額を加

算した額（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都

市計画税の課税標準額）（当該市街化区域農地が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける市街化

区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下

「市街化区域農地調整都市計画税額」という。）を超える場合に

は、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。 

第２３条の３の２ 前条の規定の適用を受ける市街化区域農地に

係る令和４年度分及び令和５年度分の市街化区域農地調整都市

計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街

化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き価格の３分の２の額に１０分の２を乗じて得た額（当該市街化

を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。 

 表略 

 

 

第２３条の３ 市街化区域農地に係る令和６年度から令和８年度

までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第１

６条の２の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る

当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分

の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該

市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格の３分の２の額に１００分の５を乗じて得た額を加

算した額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額（以下「市街化区域

農地調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該市街

化区域農地調整都市計画税額とする。 

 

第２３条の３の２ 前条の規定の適用を受ける市街化区域農地に

係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の市街化区域農

地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額

が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき価格の３分の２の額に１０分の２を乗じて得た額
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区域農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３

（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額に満たない場合にあっては、前条の規定に

かかわらず、当該都市計画税額とする。 

（土地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度

分の都市計画税の特例に関する用語の意義） 

第２４条 条文略 

（読替規定） 

第２５条 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項から第１７項

まで、第１９項、第２０項、第２４項、第２７項、第３１項から

第３５項まで、第３８項、第３９項、第４３項若しくは第４６項、

第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適用が

ある各年度分の都市計画税に限り、第１３７条第２項中「又は第

３３項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第 

（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化

区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前条の

規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

（土地に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度

分の都市計画税の特例に関する用語の意義） 

第２４条 条文略 

（読替規定） 

第２５条 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項から第１７項

まで、第１９項、第２０項、第２４項、第２７項、第３１項から

第３４項まで、第３７項、第３８項、第４２項若しくは第４５項、

第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適用が

ある各年度分の都市計画税に限り、第１３７条第２項中「又は第

３３項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第 

  １５条の３まで若しくは第６３条」とする。   １５条の３まで若しくは第６３条」とする。 
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第３７号議案 

 

専決処分の承認を求めることについて［草加市国民健康保険税条例の一部を

改正する条例］ 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを議会に報告し、承認を求める。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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専 決 処 分 書 
                

                

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、専決処分する。 

 

   草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 別紙 

 

専 決 処 分 理 由 

 

 地方税法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第１３６号）が令和６年３月３０

日に公布され、その一部が令和６年４月１日から施行されることに伴い、草加市国民健康

保険税条例の一部を改正する条例を制定する必要を認めた。 

 この条例は、議会の議決を経て制定すべきところであるが、議会を招集する時間的余裕

がないことが明らかであると認め、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分す

る。 

 

   令和６年３月３０日 

 

草加市長 瀨 戸 百合子 
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草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 草加市国民健康保険税条例（昭和３４年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第２１条第１項第２号中「２９０，０００円」を「２９５，０００円」に改め、同項第

３号中「５３５，０００円」を「５４５，０００円」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の草加市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年度分の国民健康保

険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例に

よる。
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  参  考  資  料                                                         

 

草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の新旧対照表 

 

旧 新 

 （国民健康保険税の減額） 

第２１条 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ⑵ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３

０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０

０，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者１人につき２９０，０００円を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除

く。） 

  ア 条文略 

  ～   ～  

  ウ 条文略 

 ⑶ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

 （国民健康保険税の減額） 

第２１条 条文略 

 ⑴ 条文略 

 ⑵ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３

０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０

０，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者１人につき２９５，０００円を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除

く。） 

  ア 条文略 

  ～   ～  

  ウ 条文略 

 ⑶ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属
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者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３

０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０

０，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者１人につき５３５，０００円を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

  ア 条文略 

  ～   ～  

  ウ 条文略 

２ 条文略 

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３

０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０

０，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者１人につき５４５，０００円を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

  ア 条文略 

  ～   ～  

  ウ 条文略 

２ 条文略 

 ３ 条文略  ３ 条文略 
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第４０号議案 

 

   草加市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 草加市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 地方税法等の一部改正に伴い、再生可能エネルギー発電設備及び一体型滞在快適性等向

上事業に係る課税標準の特例割合の設定を行うとともに、条文の所要の整備を行う必要を

認めた。 

 これがこの条例案を提出する理由である。 
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   草加市税条例の一部を改正する条例 

 

草加市税条例（昭和２９年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第３４条の７第１項中「及び第３号」を「から第４号まで」に改め、「同条第３項の

規定により特定寄附金とみなされるものを含み、」を削り、「並びに」を「及び」に、

「の規定する」を「に規定する」に改める。 

第５６条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に、「がある」を「である」

に改める。 

附則第４条の２を削る。 

附則第１３条の２中第１７項を第１９項とし、第１６項を第１８項とし、第１５項を

第１７項とし、第１４項を第１６項とし、同項の前に次の１項を加える。 

15 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

附則第１３条の２中第１３項を第１４項とし、第７項から第１２項までを１項ずつ繰

り下げ、第６項の次に次の１項を加える。 

７ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、７分の６とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

⑴ 第５６条の改正規定 令和７年４月１日 

⑵ 第３４条の７第１項の改正規定及び附則第４条の２を削る改正規定並びに次条の

規定 公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）の施行の日の属する年の翌

年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規

定の適用がある場合における前条第２号に掲げる規定による改正後の草加市税条例第

３４条の７第１項の規定の適用については、同項中「所得税法第７８条第２項第２号

から第４号までに掲げる寄附金（」とあるのは、「所得税法第７８条第２項第２号か
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ら第４号までに掲げる寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８

号）附則第３条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第１条の

規定による改正前の所得税法第７８条第３項の規定により特定寄附金とみなされるも

のを含み、」とする。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法

等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税

法（昭和２５年法律第２２６号。次項及び次条において「旧法」という。）附則第１

５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。 

２ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）の施行の日か

ら令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５条第３９項に規定する滞

在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第４条 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から令和６年３月３１日

までの間に整備された旧法附則第１５条第３９項に規定する滞在快適性等向上施設等

の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 



 

- 61
 
- 

 

  参  考  資  料                                                         

 

草加市税条例の一部を改正する条例の新旧対照表 

 

旧 新 

 （寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７

第１項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は所得税法第７８条

第２項第２号及び第３号に掲げる寄附金（同条第３項の規定によ

り特定寄附金とみなされるものを含み、法第３１４条の７第１項

第２号に掲げる寄附金を除く。）並びに租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第４１条の１８の２第２項の規定する特定非

営利活動に関する寄附金のうち次に掲げるものに対するものを

支出した場合には、法第３１４条の７第１項に規定するところに

より控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同条第２項に規定

する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控除す

べき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控

除額」という。）をその者の第３４条の３及び前条の規定を適用

した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合におい

て、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、

当該所得割の額に相当する金額とする。 

⑴ 条文略 

⑵ 条文略 

 （寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７

第１項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は所得税法第７８条

第２項第２号から第４号までに掲げる寄附金（法第３１４条の７

第１項第２号に掲げる寄附金を除く。）及び租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第４１条の１８の２第２項に規定する特

定非営利活動に関する寄附金のうち次に掲げるものに対するも

のを支出した場合には、法第３１４条の７第１項に規定するとこ

ろにより控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同条第２項に

規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控

除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において

「控除額」という。）をその者の第３４条の３及び前条の規定を

適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合に

おいて、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除

額は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

 

⑴ 条文略 

⑵ 条文略 
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２ 条文略 

第５６条 法第３４８条第２項第９号、第９号の２若しくは第１２

号の固定資産又は同項第１６号の固定資産（独立行政法人労働者

健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育

の用に供するものに限る。）について同項本文の規定の適用を受

けようとする者は、土地については第１号及び第２号に、家屋に

ついては第３号及び第４号に、償却資産については第５号及び第

６号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却

資産が学校法人若しくは私立学校法（昭和２４年法律第２７０

号）第６４条第４項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、

宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法

（昭和２３年法律第２０５号）第３１条の公的医療機関の開設

者、令第４９条の１０第１項に規定する医療法人、公益社団法人

若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型法人（法人税法

第２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以下この条に

おいて同じ。）に該当するものに限る。）若しくは一般財団法人

（非営利型法人に該当するものに限る。）、社会福祉法人、独立

行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組

合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済

組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産

師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設

置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置

するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人

で博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項の博物館

を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術

２ 条文略 

第５６条 法第３４８条第２項第９号、第９号の２若しくは第１２

号の固定資産又は同項第１６号の固定資産（独立行政法人労働者

健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育

の用に供するものに限る。）について同項本文の規定の適用を受

けようとする者は、土地については第１号及び第２号に、家屋に

ついては第３号及び第４号に、償却資産については第５号及び第

６号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却

資産が学校法人若しくは私立学校法（昭和２４年法律第２７０

号）第１５２条第５項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法

人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医

療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条の公的医療機関の開

設者、令第４９条の１０第１項に規定する医療法人、公益社団法

人若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型法人（法人税

法第２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以下この条

において同じ。）に該当するものに限る。）若しくは一般財団法

人（非営利型法人に該当するものに限る。）、社会福祉法人、独

立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険

組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共

済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助

産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を

設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設

置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法

人で博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項の博物

館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学
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の研究を目的とするもの（以下この条において「学校法人等」と

いう。）の所有に属しないものがある場合においては当該土地、

家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させているこ

とを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑹ 条文略 

 

附 則 

（公益法人等に係る市民税の課税の特例） 

第４条の２ 当分の間、租税特別措置法第４０条第３項後段（同条

第６項から第１０項まで及び第１１項（同条第１２項において準

用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定によりみ

なして適用する場合を含む。）の規定の適用を受けた同法第４０

条第３項に規定する公益法人等（同条第６項から第１１項までの

規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含

む。）を同条第３項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみな

して、令附則第３条の２の３で定めるところにより、これに同項

に規定する財産（同法第４０条第６項から第１１項までの規定に

より特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。）に係る山

林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の

所得割を課する。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１３条の２ 条文略 

２ 条文略 

術の研究を目的とするもの（以下この条において「学校法人等」

という。）の所有に属しないものである場合においては当該土地、

家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させているこ

とを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

⑹ 条文略 

 

附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１３条の２ 条文略 

２ 条文略 
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～   ～  

６ 条文略 

 

 

７ 条文略 

～   ～  

13 条文略 

 

 

14 条文略 

～   ～  

～   ～  

６ 条文略 

７ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、７分の６とする。 

８ 条文略 

～   ～  

14 条文略 

15 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割

合は、２分の１とする。 

16 条文略 

～   ～  

 17 条文略  19 条文略 
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第４１号議案 

 

草加市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

 草加市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定するものとする。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 

                

                

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、保育士の配置基準を

見直すとともに、保育士配置の特例を新設する必要を認めた。 

 これがこの条例案を提出する理由である。 
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草加市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 

草加市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第

２３号）の一部を次のように改正する。 

第２９条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を

「２５人」に改める。 

第３１条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を

「２５人」に改める。 

第４４条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を

「２５人」に改める。 

第４７条第１項中「。以下この条及び次条において」を「。次条において」に改め、

同条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を「２５

人」に改める。 

附則に次の見出し及び４条を加える。 

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例） 

第６条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ども・子育て支援法第２

７条第１項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等が不足していること

に鑑み、当分の間、第２９条第２項各号又は第４４条第２項各号に定める数の合計数

が一となる時は、第２９条第２項又は第４４条第２項に規定する保育士の数は１人以

上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が１人となる時は、当該保育

士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置かなければ

ならない。 

第７条 前条の事情に鑑み、当分の間、第２９条第２項又は第４４条第２項に規定する保

育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許

状（教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条第２項に規定する普通免許

状をいう。）を有する者を、保育士とみなすことができる。 

第８条 附則第６条の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を超えて開所する小規模

保育事業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事業所（以下この条において「小規模保育

事業所Ａ型等」という。）において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当
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該小規模保育事業所Ａ型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育

士の数を超えるときは、第２９条第２項又は第４４条第２項に規定する保育士の数の

算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を、開所時

間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならな

い保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。 

第９条 前２条の規定を適用する時は、保育士（法第１８条の１８第１項の登録を受けた

者をいい、第２９条第３項若しくは第４４条第３項又は前２条の規定により保育士と

みなされる者を除く。）を、保育士の数（前２条の規定の適用がないとした場合の第

２９条第２項又は第４４条第２項により算定されるものをいう。）の３分の２以上、

置かなければならない。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがある

ときは、当分の間、この条例による改正後の第２９条第２項、第３１条第２項、第４

４条第２項及び第４７条第２項の規定は、適用しない。この場合において、この条例

による改正前の第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項及び第４７条第２

項の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。 
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  参  考  資  料                                                         

 

草加市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の新旧対照表 

 

旧 新 

 （職員） 

第２９条 条文略 

２ 条文略 

⑴ 条文略 

⑵ 条文略 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき

１人（法第６条の３第１０項第２号の規定に基づき受け入れる

場合に限る。次号において同じ。） 

⑷ 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ 条文略 

（職員） 

第３１条 条文略 

２ 条文略 

⑴ 条文略 

⑵ 条文略 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき

１人（法第６条の３第１０項第２号の規定に基づき受け入れる

場合に限る。次号において同じ。） 

 （職員） 

第２９条 条文略 

２ 条文略 

⑴ 条文略 

⑵ 条文略 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき

１人（法第６条の３第１０項第２号の規定に基づき受け入れる

場合に限る。次号において同じ。） 

⑷ 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人 

３ 条文略 

（職員） 

第３１条 条文略 

２ 条文略 

⑴ 条文略 

⑵ 条文略 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき

１人（法第６条の３第１０項第２号の規定に基づき受け入れる

場合に限る。次号において同じ。） 
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⑷ 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ 条文略 

（職員） 

第４４条 条文略 

２ 条文略 

⑴ 条文略 

⑵ 条文略 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき

１人（法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる

場合に限る。次号において同じ。） 

⑷ 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ 条文略 

（職員） 

第４７条 事業所内保育事業（利用定員が１９人以下のものに限

る。以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業」

という。）を行う事業所（以下この条及び次条において「小規模

型事業所内保育事業所」という。）には、保育士その他保育に従

事する職員として市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事

その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（以下この条に

おいて「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を置かなけ

ればならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業

所内保育事業所又は第１６条第１項の規定により搬入施設から

食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員

を置かないことができる。 

２ 条文略 

⑷ 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人 

３ 条文略 

（職員） 

第４４条 条文略 

２ 条文略 

⑴ 条文略 

⑵ 条文略 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき

１人（法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる

場合に限る。次号において同じ。） 

⑷ 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人 

３ 条文略 

（職員） 

第４７条 事業所内保育事業（利用定員が１９人以下のものに限

る。次条において「小規模型事業所内保育事業」という。）を行

う事業所（以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育

事業所」という。）には、保育士その他保育に従事する職員とし

て市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が

行う研修を含む。）を修了した者（以下この条において「保育従

事者」という。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。

ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所

又は第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する

小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないこと

ができる。 

２ 条文略 
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⑴ 条文略 

⑵ 条文略 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき

１人（法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる

場合に限る。次号において同じ。） 

⑷ 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ 条文略 

 

附 則 

第５条 条文略 

 

⑴ 条文略 

⑵ 条文略 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき

１人（法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる

場合に限る。次号において同じ。） 

⑷ 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人 

３ 条文略 

 

附 則 

第５条 条文略 

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職

員配置に係る特例） 

第６条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ど

も・子育て支援法第２７条第１項の確認を受けたものに限る。）

又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第

２９条第２項各号又は第４４条第２項各号に定める数の合計数

が一となる時は、第２９条第２項又は第４４条第２項に規定する

保育士の数は１人以上とすることができる。ただし、配置される

保育士の数が１人となる時は、当該保育士に加えて、保育士と同

等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置かなければな

らない。 

第７条 前条の事情に鑑み、当分の間、第２９条第２項又は第４４

条第２項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若

しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状（教育職員免許法

（昭和２４年法律第１４７号）第４条第２項に規定する普通免許
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状をいう。）を有する者を、保育士とみなすことができる。 

第８条 附則第６条の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を

超えて開所する小規模保育事業所Ａ型又は保育所型事業所内保

育事業所（以下この条において「小規模保育事業所Ａ型等」とい

う。）において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当

該小規模保育事業所Ａ型等に係る利用定員の総数に応じて置か

なければならない保育士の数を超えるときは、第２９条第２項又

は第４４条第２項に規定する保育士の数の算定については、保育

士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を、開所時間

を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて

置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、

保育士とみなすことができる。 

第９条 前２条の規定を適用する時は、保育士（法第１８条の１８

第１項の登録を受けた者をいい、第２９条第３項若しくは第４４

条第３項又は前２条の規定により保育士とみなされる者を除

く。）を、保育士の数（前２条の規定の適用がないとした場合の

第２９条第２項又は第４４条第２項により算定されるものをい  

   う。）の３分の２以上、置かなければならない。 
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第４２号議案 

 

草加市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 草加市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 

                

                

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準の一部改正に鑑み、重要事項の掲示の方法を見直すとともに、条文の所要

の整備を行う必要を認めた。 

 これがこの条例案を提出する理由である。 
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草加市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

 

草加市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第２３条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなければ」を「掲示する

とともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されること

を目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に

該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。 

第５３条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる

方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁

的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。
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  参  考  資  料                                                         

 

草加市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の新旧対照表 

 

旧 新 

 （掲示） 

第２３条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見や

すい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担そ

の他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認めら

れる重要事項を掲示しなければならない。 

 

 

 

 

（電磁的記録等） 

第５３条 条文略 

２ 条文略 

⑴ 条文略 

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方

法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を

もって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付す

る方法 

３ 条文略 

 （掲示等） 

第２３条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見や

すい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担そ

の他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認めら

れる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う

自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公

衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有

線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなけれ

ばならない。 

（電磁的記録等） 

第５３条 条文略 

２ 条文略 

⑴ 条文略 

⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をも

って調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する

方法 

 

３ 条文略 
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～   ～  ～   ～  

 ６ 条文略  ６ 条文略 
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第４３号議案 

 

草加市児童発達支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

 草加市児童発達支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定

するものとする。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 児童福祉法の一部改正に伴い、条文の所要の整備を行う必要を認めた。 

 これがこの条例案を提出する理由である。 
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   草加市児童発達支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

 草加市児童発達支援センター設置及び管理条例（平成２６年条例第５号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１条中「障害が」を「地域における障害が」に、「に対して日常生活における基本的

動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練」を「の

健全な発達において中核的な役割を担う機関として、高度の専門的な知識及び技術を必要

とする児童発達支援を提供し、あわせて障害がある子どもの家族、指定障害児通所支援事

業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助」に改め、「ととも

に、心身の発達に遅れ又は心配があると思われる子どもに対し発達の支援を図る」を削る。 

 第３条第１項第２号中「第６条の２の２第６項」を「第６条の２の２第５項」に改め、

同項第３号中「第６条の２の２第７項」を「第６条の２の２第６項」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。
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  参  考  資  料                                                         

 

草加市児童発達支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の新旧対照表 

 

旧 新 

  （設置） 

第１条 障害がある子どもに対して日常生活における基本的動作

の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応

のための訓練を行うとともに、心身の発達に遅れ又は心配がある

と思われる子どもに対し発達の支援を図るため、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３５条第３項

の規定に基づき、草加市児童発達支援センター（以下「センター」

という。）を設置する。 

 

（実施事業） 

第３条 条文略 

⑴ 条文略 

⑵ 法第６条の２の２第６項に規定する保育所等訪問支援に関

すること。 

⑶ 法第６条の２の２第７項に規定する障害児相談支援に関す

ること。 

⑷ 条文略 

  （設置） 

第１条 地域における障害がある子どもの健全な発達において中

核的な役割を担う機関として、高度の専門的な知識及び技術を必

要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害がある子どもの家

族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専

門的な助言その他の必要な援助を行うため、児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３５条第３項の規

定に基づき、草加市児童発達支援センター（以下「センター」と

いう。）を設置する。 

（実施事業） 

第３条 条文略 

⑴ 条文略 

⑵ 法第６条の２の２第５項に規定する保育所等訪問支援に関

すること。 

⑶ 法第６条の２の２第６項に規定する障害児相談支援に関す

ること。 

⑷ 条文略 

 ２ 条文略  ２ 条文略 
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第４４号議案 

 

   草加市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 草加市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 診療報酬の算定方法の一部改正に伴い、条文の所要の整備を行う必要を認めた。 

 これがこの条例案を提出する理由である。 
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   草加市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 草加市国民健康保険条例（昭和３４年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「往診料の項注４」を「往診料の項注６」に、「歯科訪問診療料の項注

９」を「歯科訪問診療料の項注１１」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。
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  参  考  資  料                                                         

 

草加市国民健康保険条例の一部を改正する条例の新旧対照表 

 

旧 新 

  （一部負担金） 

第５条 条文略 

２ 被保険者は、往診又は歯科訪問診療（以下「往診等」という。）

の給付を受ける場合において、当該往診等が診療報酬の算定方法

（平成２０年厚生労働省告示第５９号）別表第１第２章第２部第

１節の往診料の項注４又は別表第２第２章第２部の歯科訪問診

療料の項注９の規定に該当するものであるときは、当該往診等の

給付に要する費用のうち当該往診等がこれらの規定に該当しな

いものとして算定した額を超える部分については、第１項の規定 

  （一部負担金） 

第５条 条文略 

２ 被保険者は、往診又は歯科訪問診療（以下「往診等」という。）

の給付を受ける場合において、当該往診等が診療報酬の算定方法

（平成２０年厚生労働省告示第５９号）別表第１第２章第２部第

１節の往診料の項注６又は別表第２第２章第２部の歯科訪問診

療料の項注１１の規定に該当するものであるときは、当該往診等

の給付に要する費用のうち当該往診等がこれらの規定に該当し

ないものとして算定した額を超える部分については、第１項の規 

 にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。  定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。 
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第４５号議案 

 

   農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 石関博幸氏を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６

年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 住  所  草加市○○○○○○○○○○○ 

 

 氏  名    石
いし

 関
ぜき

 博
ひろ

 幸
ゆき

 

 

 生年月日  昭和○○年○月○○日 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 農業委員会委員石関博幸氏は、令和６年８月３１日をもって任期満了となるので、引き

続き同氏を農業委員会委員に任命したく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により、議会の同意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○○○○ 

氏  名  石 関 博 幸 

生年月日   昭和○○年○月○○日（○○歳） 

学  歴  平成 ５年 ３月  獨協大学法学部法律学科卒業 

職 歴 等    平成 ５年 ４月  ミサワホーム西関東株式会社入社 

平成１３年 ９月   同社退社 

平成１３年１０月   就農、現在に至る。 

平成１３年１０月   マルニ出荷組合組合員に就任、現在に至る。 

平成２０年 ４月  草加やさい倶楽部代表に就任、現在に至る。 

平成２２年 ５月  八潮幼稚園父母会会長に就任 

平成２３年 ２月  手代町ゆうゆう倶楽部会長に就任 

平成２３年 ４月  草加市農業青年会議所会長に就任 

平成２３年 ４月  草加市農業振興協議会会員に就任 

平成２３年 ４月  草加市農業祭運営協議会会員に就任 

平成２３年 ５月  八潮幼稚園父母会会長任期満了 

平成２５年 ２月  手代町ゆうゆう倶楽部会長任期満了 

平成２５年 ４月  草加市食育応援農家に登録、現在に至る。 

平成２５年 ４月  草加市農業青年会議所会長任期満了 

平成２５年 ４月  草加市農業振興協議会会員退任 

平成２５年 ４月  草加市農業祭運営協議会会員退任 

平成２６年 ６月  草加園芸出荷組合会計に就任 

平成２９年 ６月  同組合会計任期満了 

平成２９年 ６月  同組合監事に就任 

平成２９年 ６月  さいたま農業協同組合南部ブロック青壮年部草 

          加支部副部長に就任 

平成３０年 ４月  草加市消防団第２分団第１部入団、現在に至る。 
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平成３０年 ９月  草加市農業委員会委員に就任、現在に至る。 

令和 元年 ４月  草加市農業青年会議所副会長に就任 

令和 ２年 ３月  さいたま農業協同組合南部ブロック青壮年部草加支 

          部副部長任期満了 

令和 ２年 ８月  草加園芸出荷組合監事任期満了 

令和 ２年 ８月  同組合会計に就任 

令和 ５年 ４月  草加市農業青年会議所副会長任期満了 

令和 ５年 ７月  草加園芸出荷組合会計任期満了 

令和 ５年 ７月  同組合副組合長に就任、現在に至る。 
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第４６号議案 

 

   農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 井上曻氏を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

                     

 住  所  草加市○○○○○○○○○○ 

 

 氏  名    井
いの

 上
うえ

  曻
のぼる

 

 

 生年月日  昭和○○年○○月○○日 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 農業委員会委員井上曻氏は、令和６年８月３１日をもって任期満了となるので、引き続

き同氏を農業委員会委員に任命したく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に

より、議会の同意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○○○ 

氏  名  井 上  曻        

生年月日   昭和○○年○○月○○日（○○歳） 

学  歴  昭和４４年 ３月  帝京大学系属帝京高等学校商業科卒業 

職 歴 等    昭和４８年 ４月  就農、現在に至る。 

            昭和４８年 ４月   新田農業協同組合就職 

            昭和５５年 ３月   同組合退職 

            平成 ４年 ９月  教科書販売株式会社入社 

            平成２５年 ３月  同社退社 

令和 ２年１２月  庭先販売農家に登録、現在に至る。 

令和 ３年 ９月  草加市農業委員会委員に就任、現在に至る。 
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第４７号議案 

 

   農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 鈴木裕介氏を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６

年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

                    

 住  所  草加市○○○○○○○○○ 

 

 氏  名    鈴
すず

 木
き

 裕
ゆう

 介
すけ

 

 

 生年月日  昭和○○年○月○○日 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

              

 農業委員会委員鈴木裕介氏は、令和６年８月３１日をもって任期満了となるので、引き

続き同氏を農業委員会委員に任命したく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により、議会の同意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○○ 

氏  名  鈴 木 裕 介      

生年月日   昭和○○年○月○○日（○○歳） 

学  歴  平成１３年 ３月  テクノ・ホルティ園芸専門学校卒業 

職 歴 等    平成１４年 ４月  就農、現在に至る。 

      平成１９年 ３月  草加市認定農業者に認定、現在に至る。 

          平成２６年 ６月  あゆみ野農業協同組合青壮年部（現 さいたま農業協 

                同組合青壮年部）理事に就任 

      平成２８年 ４月  埼玉県シクラメン研究会会長に就任 

      平成２８年 ６月  埼玉県花き園芸組合連合会役員に就任 

      平成２８年 ６月  さいたま農業協同組合青壮年部理事任期満了 

      平成３０年 ３月  埼玉県シクラメン研究会会長任期満了 

      平成３０年 ９月  草加市農業委員会委員に就任、現在に至る。 

      令和 ２年 ６月  埼玉県花き園芸組合連合会役員任期満了 
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第４８号議案 

 

   農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 田中光彦氏を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６

年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

                    

 住  所  草加市○○○○○○○○○ 

 

 氏  名    田
た

 中
なか

 光
みつ

 彦
ひこ

 

 

 生年月日  昭和○○年○○月○○日 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子    
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提  案  理  由 
                

                

 農業委員会委員田中光彦氏は、令和６年８月３１日をもって任期満了となるので、引き

続き同氏を農業委員会委員に任命したく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により、議会の同意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○○ 

氏  名  田 中 光 彦      

生年月日   昭和○○年○○月○○日（○○歳） 

学  歴  平成 ４年 ３月  神奈川大学経済学部経済学科卒業 

職 歴 等    平成 ４年 ４月  野原産業株式会社入社 

            平成 ８年 ８月  同社退社 

            平成 ８年 ９月  就農、現在に至る。 

            平成１９年 ４月   草加市農業青年会議所会長に就任 

            平成１９年 ４月   草加市農業振興協議会会員に就任 

            平成１９年 ４月   草加市農業祭運営協議会会員に就任 

            平成１９年 ５月  草加市立小山小学校ＰＴＡ会長に就任 

            平成２１年 ４月  草加市農業青年会議所会長任期満了 

            平成２１年 ４月  草加市農業振興協議会会員退任 

            平成２１年 ４月  草加市農業祭運営協議会会員退任 

            平成２３年 ５月  草加市ＰＴＡ連合会会長に就任 

            平成２３年１１月  草加市次世代育成支援対策地域協議会委員に就任 

            平成２４年 ５月  草加市立小山小学校ＰＴＡ会長任期満了 

            平成２６年 ５月  草加市ＰＴＡ連合会会長任期満了 

平成２６年 ５月  昌平高等学校ＰＴＡ会長に就任 

            平成２７年 ５月  同高等学校ＰＴＡ会長任期満了 

            平成２７年 ８月  同高等学校緑翠会会長に就任、現在に至る。 

            平成２７年１１月  草加市次世代育成支援対策地域協議会委員任期満了 

            平成２９年１１月  埼玉県家庭教育アドバイザーに就任、現在に至る。 

            令和 元年 ５月  特定非営利活動法人今様・草加宿広報委員長に就任、

現在に至る。 

令和 ２年 ５月  昌平高等学校ＰＴＡ会長に就任、現在に至る。 
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令和 ３年 ７月  草加安行地区民生委員に就任、現在に至る。 

令和 ３年 ９月  草加市農業委員会委員に就任、現在に至る。 

            令和 ５年 ５月  草加市奥の細道市民推進委員会副会長に就任、現在に

至る。 
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第４９号議案 

 

   農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 蓮沼泰文氏を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６

年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 住  所  草加市○○○○○○○○○○ 

                     

 氏  名    蓮
はす

 沼
ぬま

 泰
やす

 文
ふみ

 

 

 生年月日  昭和○○年○月○○日 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 農業委員会委員蓮沼泰文氏は、令和６年８月３１日をもって任期満了となるので、引き

続き同氏を農業委員会委員に任命したく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により、議会の同意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○○○ 

氏  名  蓮 沼 泰 文       

生年月日   昭和○○年○月○○日（○○歳） 

学  歴  昭和４８年 ３月  埼玉県立越谷北高等学校卒業 

職 歴 等  昭和４９年１０月  谷塚農業協同組合就職 

      平成１０年 ３月  同組合退職 

      平成１０年 ４月  就農、現在に至る。 

      平成２３年 ６月  あゆみ野農業協同組合（現 さいたま農業協同組合） 

                理事に就任 

      平成２７年 ９月  草加市農業委員会委員に就任、現在に至る。 

      平成２７年 ９月  草加市農業振興協議会会員に就任 

      平成２７年 ９月  草加市農業祭運営協議会会員に就任 

      平成２９年 ３月  草加市認定農業者に認定、現在に至る。 

      平成２９年 ６月  さいたま農業協同組合理事任期満了 

      平成２９年 ６月  同組合地区代表理事に就任、現在に至る。 

      平成２９年 ８月  草加市地域農業再生協議会会長に就任、現在に至る。 

      平成２９年 ８月  草加の枝豆倶楽部実行委員会会長に就任 

      平成３０年 ５月  草加市農業振興協議会会員任期満了 

      平成３０年 ５月  草加市農業祭運営協議会会員任期満了 

      令和 ２年 ４月  草加の枝豆倶楽部実行委員会会長任期満了 
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第５０号議案 

 

   農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 横山伸夫氏を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６

年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 住  所  草加市○○○○○○○○ 

                   

 氏  名    横
よこ

 山
やま

 伸
のぶ

 夫
お

  

 

 生年月日  昭和○○年○月○○日 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 農業委員会委員横山伸夫氏は、令和６年８月３１日をもって任期満了となるので、引き

続き同氏を農業委員会委員に任命したく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により、議会の同意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○ 

氏  名  横 山 伸 夫     

生年月日   昭和○○年○月○○日（○○歳） 

学  歴  平成 ４年 ３月  埼玉県農業大学校園芸科露地野菜専攻卒業 

職 歴 等  平成 ４年 ４月  就農、現在に至る。 

      平成１７年 ４月  草加市農業青年会議所会長に就任 

      平成１８年 ３月  草加市認定農業者に認定 

平成１９年 ４月  草加市農業青年会議所会長任期満了 

      平成１９年 ５月  草加市農業振興協議会会員に就任 

      平成２０年 ５月  同協議会会員退任 

      平成２３年 ３月  草加市認定農業者認定期間満了 

      平成３０年 ９月  草加市農業委員会委員に就任、現在に至る。 
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第５１号議案 

 

   農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 渡邊明男氏を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６

年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 住  所  草加市○○○○○○○○○○ 

                     

 氏  名   渡
わた

 邊
なべ

 明
あき

 男
お

  

 

 生年月日  昭和○○年○月○日 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 農業委員会委員渡邊明男氏は、令和６年８月３１日をもって任期満了となるので、引き

続き同氏を農業委員会委員に任命したく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により、議会の同意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○○○ 

氏  名  渡 邊 明 男       

生年月日   昭和○○年○月○日（○○歳） 

学  歴  昭和５６年 ３月  埼玉県農業経営大学校園芸学科卒業 

職 歴 等  昭和５６年 ４月  就農、現在に至る。 

      昭和５６年 ４月  草加市農業青年会議所会員に就任 

      昭和６３年 ５月  草加市消防団第１分団第２部入団 

      平成 ９年 ９月  草加市農業委員会委員に就任 

      平成１８年 ２月  草加市認定農業者に認定、現在に至る。 

      平成１８年 ９月  草加市農業委員会会長職務代理に就任 

      平成１９年 ５月  草加市農業振興協議会理事に就任 

      平成２０年 ４月  草加市開発審査会委員に就任 

      平成２１年 ８月  草加市農業委員会委員任期満了 

      平成２１年 ８月  同委員会会長職務代理任期満了 

      平成２１年 ８月  草加市農業振興協議会理事任期満了 

      平成２１年 ９月  草加市開発審査会委員退任 

      平成２３年 ４月  草加市農業振興協議会会員に就任、現在に至る。 

      平成２５年 ４月  草加市農業青年会議所会長に就任 

      平成２５年 ４月  草加市農業振興協議会理事に就任 

      平成２５年 ４月  草加市農業祭運営協議会会員に就任、現在に至る。 

      平成２７年 ４月  草加市農業青年会議所会長任期満了 

      平成２７年 ４月  草加市農業振興協議会理事任期満了 

      平成２７年 ９月  草加市農業委員会委員に就任、現在に至る。 

      平成２８年 ４月  草加市消防団第１副分団長に就任 

      平成３０年 ９月  草加市農業委員会会長職務代理に就任、現在に至る。 

      令和 元年 ４月  草加市農業青年会議所副会長に就任、現在に至る。 

      令和 元年 ７月  草加市環境審議会委員に就任、現在に至る。 
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      令和 ２年 ４月  草加市消防団第１分団長に就任、現在に至る。 

      令和 ３年 ９月  草加市開発審査会委員に就任、現在に至る。 
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第５２号議案 

 

   農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 土佐一仁氏を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６

年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 住  所  草加市○○○○○○○○○○○ 

                      

 氏  名   土
と

 佐
さ

 一
かず

 仁
ひと

 

 

 生年月日  昭和○○年○月○○日 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 農業委員会委員土佐一仁氏は、令和６年８月３１日をもって任期満了となるので、引き

続き同氏を農業委員会委員に任命したく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により、議会の同意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○○○○ 

氏  名  土 佐 一 仁        

生年月日   昭和○○年○月○○日（○○歳） 

学   歴  平成 ８年 ３月  東京大学農学部農芸化学科卒業 

      平成２０年 ３月  千葉大学大学院専門法務研究科修了        

職 歴 等  平成１１年 ４月  株式会社三省堂入社 

      平成１５年 ６月  同社退社 

      平成１５年 ７月  株式会社岩波書店入社 

      平成１６年 ４月  同社退社 

      平成２０年１２月  司法修習生採用 

      平成２１年１１月  司法修習生修習終了 

      平成２１年１２月  弁護士登録 

      平成２１年１２月  第二東京弁護士会入会 

      平成２１年１２月  弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所（第二東 

                京弁護士会公設事務所）入所 

      平成２３年 ８月  第二東京弁護士会から仙台弁護士会へ登録替え 

      平成２３年 ９月  弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所（第二東 

                京弁護士会公設事務所）退所 

      平成２３年１０月  角田ひまわり基金法律事務所（日弁連弁護士過疎偏在 

                対策公設事務所）入所 

      平成２７年 ３月  同事務所退所 

      平成２７年 ４月  仙台弁護士会から千葉県弁護士会へ登録替え 

      平成２７年 ４月  あしたば法律事務所入所 

      平成２９年 ９月  同事務所退所 

      平成２９年１０月  湊町法律事務所設立、現在に至る。 

      平成３０年 ９月  草加市農業委員会委員に就任、現在に至る。 
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      平成３０年１１月  草加市都市農業振興基本計画及び方針検討委員会委員

に就任 

      令和 ２年 ３月  同委員会委員任期満了 
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第５３号議案 

 

   農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 伊藤利一氏を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６

年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 住  所  草加市○○○○○○○○ 

                   

 氏  名    伊
い

 藤
とう

 利
とし

 一
かず

 

 

 生年月日  昭和○○年○○月○○日 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 令和６年８月３１日をもって任期満了となる農業委員会委員の後任として、新たに農業

委員会委員に伊藤利一氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定により、議会の同意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○ 

氏  名  伊 藤 利 一     

生年月日   昭和○○年○○月○○日（○○歳） 

学  歴  昭和６３年 ３月  埼玉県立杉戸農業高等学校園芸科卒業 

職 歴 等    昭和６３年 ４月   就農、現在に至る。 

昭和６３年 ４月  草加市消防団第２分団第３部入団 

平成１３年 ４月  草加市農業青年会議所会長に就任 

平成１５年 ４月  同会議所会長任期満了 

平成２９年 ３月  草加市消防団第２分団第３部退団
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第５４号議案 

 

   農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 植竹徹氏を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 住  所  草加市○○○○○○○○ 

                   

 氏  名    植
うえ

 竹
たけ

  徹
とおる

 

 

 生年月日  昭和○○年○月○○日 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 令和６年８月３１日をもって任期満了となる農業委員会委員の後任として、新たに農業

委員会委員に植竹徹氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により、議会の同意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○ 

氏  名  植 竹  徹      

生年月日   昭和○○年○月○○日（○○歳） 

学  歴  昭和６１年 ３月  埼玉県立草加東高等学校卒業 

職 歴 等    昭和６１年 ４月  就農、現在に至る。 

平成 ７年 ４月  草加市農業青年会議所理事に就任、現在に至る。 

平成２２年 ４月  草加市消防団第４分団第２部入団、現在に至る。 

平成２５年 ４月  草加市農業青年会議所会長に就任 

平成２７年 ４月  同会議所会長任期満了 

令和 ３年 ６月  草加八潮地区地域防犯協会推進委員に就任、現在に至 

          る。 
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第５５号議案 

 

   農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 梅村優美氏を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６

年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 住  所  草加市○○○○○○○○○ 

                    

 氏  名    梅
うめ

 村
むら

 優
ゆ

 美
み

 

 

 生年月日  昭和○○年○月○日 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 令和６年８月３１日をもって任期満了となる農業委員会委員の後任として、新たに農業

委員会委員に梅村優美氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定により、議会の同意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○○ 

氏  名  梅 村 優 美      

生年月日   昭和○○年○月○日（○○歳） 

学  歴  平成１１年 ３月  横浜市立南中学校卒業 

職 歴 等    平成２３年 ９月  株式会社ムラサキスポーツ入社 

平成２９年 ７月  同社退社 

平成２９年 ７月  就農、現在に至る。 

平成３１年 ４月  草加市立新里小学校ＰＴＡ副会長に就任 

平成３１年 ４月  草加市ＰＴＡ連合会会計監事に就任 

令和 ２年 ３月  草加市立新里小学校ＰＴＡ副会長任期満了 

令和 ２年 ４月  草加市立谷塚中学校ＰＴＡ副会長に就任 

令和 ５年 ３月  同中学校ＰＴＡ副会長任期満了 

令和 ５年 ３月  草加市ＰＴＡ連合会会計監事任期満了 
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第５６号議案 

 

   農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 篠宮尚義氏を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６

年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 住  所  草加市○○○○○○○○○○○ 

                      

 氏  名    篠
しの

 宮
みや

 尚
ひろ

 義
よし

 

 

 生年月日  昭和○○年○月○○日 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 令和６年８月３１日をもって任期満了となる農業委員会委員の後任として、新たに農業

委員会委員に篠宮尚義氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定により、議会の同意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○○○○ 

氏  名  篠 宮 尚 義        

生年月日   昭和○○年○月○○日（○○歳） 

学  歴  昭和５４年 ３月  帝京大学経済学部卒業 

職 歴 等    昭和５４年 ４月  宝船屋家具株式会社入社 

昭和５９年 ８月   同社退社 

昭和５９年 ９月  川柳農業協同組合（現 越谷市農業協同組合）就職 

平成２６年１２月  同組合退職 

平成２７年 １月   就農、現在に至る。 

平成２９年 ６月  越谷市農業協同組合理事に就任、現在に至る。 
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第５７号議案 

 

   農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 髙橋今日子氏を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２

６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 住  所  草加市○○○○○○○○○○○ 

                      

 氏  名  髙
たか

 橋
はし

 今日
き ょ う

子
こ

 

 

 生年月日  平成○年○○月○○日 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 令和６年８月３１日をもって任期満了となる農業委員会委員の後任として、新たに農業

委員会委員に髙橋今日子氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○○○○ 

氏  名  髙 橋 今日子        

生年月日   平成○年○○月○○日（○○歳） 

学  歴  平成２８年 ３月  明治大学農学部食料環境政策学科卒業 

職 歴 等    平成２８年 ４月  株式会社武蔵野銀行入行 

令和 ３年 １月   同行退行 

令和 ３年 １月   クックパッド株式会社入社 

令和 ４年 ３月   同社退社 

令和 ４年 ４月  就農、現在に至る。 
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第５８号議案 

 

   農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 豊田修由氏を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６

年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 住  所  草加市○○○○○○○○○ 

                    

 氏  名    豊
とよ

 田
だ

 修
のぶ

 由
よし

 

 

 生年月日  昭和○○年○月○○日 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 令和６年８月３１日をもって任期満了となる農業委員会委員の後任として、新たに農業

委員会委員に豊田修由氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定により、議会の同意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○○ 

氏  名  豊 田 修 由      

生年月日   昭和○○年○月○○日（○○歳） 

学  歴  昭和５２年 ３月  青山学院大学法学部卒業 

職 歴 等    昭和５２年 ４月  八潮市入庁 

平成１５年１１月   就農、現在に至る。 

平成２６年 ３月  八潮市退職 

平成２８年 ４月  柿木町会会長に就任、現在に至る。 

令和 ２年 ４月  草加市立川柳小学校運営協議会委員に就任、現在に至 

          る。 

令和 ３年 ４月  葛西用水土地改良区理事に就任、現在に至る。 

令和 ４年 ５月  柿木農地管理組合組合長に就任、現在に至る。 
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第５９号議案 

 

   人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 谷古宇孝氏を人権擁護委員に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３

９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 住  所  草加市○○○○○○○○○○○ 

                      

 氏  名    谷古宇
や こ う

  孝
たかし

 

 

 生年月日  昭和○○年○月○○日 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 人権擁護委員谷古宇孝氏は、令和６年９月３０日をもって任期満了となるので、引き続

き同氏を人権擁護委員に推薦したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の

意見を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○○○○ 

氏  名  谷古宇  孝         

生年月日   昭和○○年○月○○日（○○歳） 

学  歴  昭和５１年 ３月  明治大学商学部卒業 

職 歴 等    昭和５１年 ４月  豊田建設株式会社入社 

            昭和５３年 ３月   同社退職 

            昭和５３年 ６月  有限会社草加産業入社 

平成 元年１２月  トリオセラミックス株式会社取締役会長に就任 

平成 ３年 １月  社団法人草加青年会議所理事長に就任 

平成 ３年１２月  同会議所理事長任期満了 

平成 ８年 ４月  草加市立瀬崎小学校ＰＴＡ会長に就任 

平成１０年 ３月  同校ＰＴＡ会長任期満了 

平成１０年 ６月  草加市社会教育委員に就任 

平成１３年 ７月  瀬崎まちづくり市民会議事務局長に就任 

平成１３年１１月  草加商工会議所副会頭に就任 

            平成１５年  ６月    株式会社そうしん社（有限会社草加産業から社名及び

組織変更）代表取締役に就任、現在に至る。 

            平成１７年 ４月  草加市振興計画審議会委員に就任 

            平成１７年 ９月  草加市行財政改革推進委員会委員に就任 

      平成１８年 ３月  瀬崎まちづくり市民会議事務局長退任 

      平成１８年１０月  人権擁護委員に就任、現在に至る。 

      平成２０年 ４月  草加市立瀬崎小学校ＰＴＡ会長に就任 

      平成２１年 ３月  同校ＰＴＡ会長任期満了 

      平成２１年 ５月  「今様・草加宿」市民推進会議事務局長に就任 

      平成２３年 ３月  同会議事務局長退任 

      平成２３年 ７月  草加市振興計画審議会委員任期満了 
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      平成２５年 ２月  草加市行財政改革推進委員会委員任期満了 

      平成２５年 ３月  トリオセラミックス株式会社取締役会長を退任 

      平成２６年 ５月  草加市社会教育委員任期満了 

      平成２７年 ４月  草加市南部工業会会長に就任 

      平成２８年 １月  草加市人権推進審議会委員に就任、現在に至る。 

      平成２８年 ５月  瀬崎第三町会会長に就任 

      平成２８年 ５月  草加市町会連合会常任理事に就任 

      平成２８年１１月  草加商工会議所副会頭任期満了 

      平成２９年 ７月  草加市上下水道事業運営審議会委員に就任、現在に至 

                る。 

      平成３０年 ４月  草加市南部工業会会長任期満了 

      令和 ３年 ４月  越谷人権擁護委員協議会草加部会部会長に就任、現在

に至る。 

      令和 ６年 ５月  草加市町会連合会常任理事退任 

      令和 ６年 ５月  瀬崎第三町会会長退任 
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第６０号議案 

 

   人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 冨岡綾子氏を人権擁護委員に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３

９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 住  所  草加市○○○○○○○○○○○ 

                      

 氏  名    冨
とみ

 岡
おか

 綾
あや

 子
こ

 

 

 生年月日  昭和○○年○月○○日 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 人権擁護委員冨岡綾子氏は、令和６年９月３０日をもって任期満了となるので、引き続

き同氏を人権擁護委員に推薦したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の

意見を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○○○○ 

氏  名  冨 岡 綾 子        

生年月日   昭和○○年○月○○日（○○歳） 

学  歴  平成 ３年 ３月  創価大学法学部卒業 

職 歴 等    昭和５２年 ４月  株式会社平原商事入社 

      昭和５３年 ８月  同社退職 

      平成 ４年 ５月  行政書士冨岡綾子事務所（現 冨岡行政書士事務所）

                開業、現在に至る。 

平成１０年 ６月  草加市立図書館協議会委員に就任 

      平成１３年１２月  草加市民生委員・児童委員に就任 

      平成１８年１０月  人権擁護委員に就任、現在に至る。 

      平成１９年 １月  草加市人権推進審議会委員に就任 

      平成１９年１１月  草加市民生委員・児童委員任期満了 

      平成２０年 ５月  草加市立図書館協議会委員任期満了 

      平成２５年 ５月  埼玉県行政書士会国際部部長に就任 

      平成２６年 ２月  草加市民生委員推薦会委員に就任、現在に至る。 

      平成２６年１２月  草加市人権推進審議会委員任期満了 

            平成２７年 ４月  埼玉県行政書士会国際部部長任期満了 

      令和 ５年 ４月  越谷人権擁護委員協議会草加部会副部会長に就任、現 

                在に至る。 

 



 

 

 

令  和  ６  年  

 

 

草加市議会６月定例会報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草      加      市  
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第４号報告 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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専 決 処 分 書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、議会の議決により指定された事項について専決処分する。 

 

   損害賠償の額を定めることについて 

 

 草加市は、草加市道の管理瑕疵により生じた事故の損害賠償の額を次のとおり定めるも

のとする。 

 

１ 損害賠償の額  １７，７９８円 

          内訳 物件損害賠償の額 １７，７９８円 

             （道路賠償責任保険により全額補填） 

２ 損害賠償の相手方 

  住 所  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

  氏 名  ○○○○○○ 

３ 事故の概要 

 令和５年９月１１日午後１０時頃、草加市新栄一丁目５７番地１０地先において、○○

○氏所有の自動車が市道１００２号線から店舗駐車場に入る際、外れていた鋼製排水溝を

跳ね上げて車両を損傷した。 
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専 決 処 分 理 由 

 

 草加市新栄一丁目５７番地１０地先において発生した事故に対し、その損害を賠償する

必要を認めた。 

 したがって、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会の議決により指定された

事項について専決処分する。 

 

   令和６年４月２２日 

草加市長 瀨 戸 百合子 
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第５号報告 

 

   専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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専 決 処 分 書 

 

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定

により、議会の議決により指定された事項について専決処分する。 

 

   損害賠償の額を定めることについて 

 

草加市は、公務の事故による損害賠償の額を次のとおり定めるものとする。 

 

１ 損害賠償の額  ５０，３８０円 

内訳 物件損害賠償の額 ５０，３８０円 

（自動車共済により全額補填） 

２ 損害賠償の相手方 

住 所  ○○○○○○○○○○○○ 

氏 名  ○○○○○○○ 

３ 事故の概要 

令和６年２月１４日午後４時頃、維持補修課職員が草加市高砂二丁目３番２０号地

先の市道２０９４号線をダンプトラックで走行していたところ、前方から○○○○○

氏が運転する自転車が走行してきたため、車両を停止させ、自転車の通過後に発進さ

せたところ、同氏が転倒し、自転車を損傷した。 
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専 決 処 分 理 由 

 

草加市高砂二丁目３番２０号地先において発生した事故に対し、その損害を賠償する

必要を認めた。 

 したがって、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会の議決により指定された

事項について専決処分する。 

 

   令和６年４月２２日 

 

草加市長 瀨 戸 百合子 
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第６号報告 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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専 決 処 分 書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、議会の議決により指定された事項について専決処分する。 

 

   損害賠償の額を定めることについて 

 

 草加市は、草加市の管理瑕疵により生じた事故の損害賠償の額を次のとおり定めるもの

とする。 

 

１ 損害賠償の額  ２７，５００円 

          内訳 物件損害賠償の額 ２７，５００円 

             （全国市長会学校災害賠償補償保険により全額補填） 

２ 損害賠償の相手方 

  住 所  ○○○○○○○○○○○○○ 

  氏 名  ○○○○○○ 

３ 事故の概要 

 令和６年１月２２日午前９時頃、草加市氷川町２１７９番地４の草加市立草加中学校

敷地内の樹木が倒れ、○○○氏宅の屋根に接触し、屋根瓦を損傷した。 
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専 決 処 分 理 由 

 

 草加市立草加中学校において発生した事故に対し、その損害を賠償する必要を認めた。 

 したがって、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会の議決により指定された

事項について専決処分する。 

 

   令和６年５月１４日 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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第７号報告 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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専 決 処 分 書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、議会の議決により指定された事項について専決処分する。 

 

   損害賠償の額を定めることについて 

 

 草加市は、草加市の管理瑕疵により生じた事故の損害賠償の額を次のとおり定めるもの

とする。 

 

１ 損害賠償の額  ２５，５２０円 

          内訳 物件損害賠償の額 ２５，５２０円 

             （全国市長会学校災害賠償補償保険により全額補填） 

２ 損害賠償の相手方 

  住 所  ○○○○○○○○○○○○○ 

  氏 名  ○○○○○○○ 

３ 事故の概要 

  令和６年３月１５日午前１１時頃、草加市青柳七丁目３５番１号の草加市立川柳中学

校において、○○○○○氏が敷地内を歩行中、足を掛けた側溝の蓋が脱落したことによ

り同氏が転倒し、着用していた衣類及び靴を破損した。 
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専 決 処 分 理 由 

 

 草加市立川柳中学校において発生した事故に対し、その損害を賠償する必要を認めた。 

 したがって、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会の議決により指定された

事項について専決処分する。 

 

   令和６年５月１４日 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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第８号報告 

 

令和５年度草加市一般会計継続費繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により、令和５

年度草加市一般会計継続費繰越計算書について、次のとおり報告する。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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第９号報告 

 

令和５年度草加市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、令和５

年度草加市一般会計繰越明許費繰越計算書について、次のとおり報告する。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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- 
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- 
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第１０号報告 

 

令和５年度草加市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項において準用する同令

第１４６条第２項の規定により、令和５年度草加市一般会計事故繰越し繰越計算書につい

て、次のとおり報告する。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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- 
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第１１号報告 

 

令和５年度草加市駐車場事業特別会計継続費繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により、令和５

年度草加市駐車場事業特別会計継続費繰越計算書について、次のとおり報告する。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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第１２号報告 

 

令和５年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計繰越明

許費繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、令和５

年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書につい

て、次のとおり報告する。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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第１３号報告 

 

令和５年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計事故繰

越し繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項において準用する同令

第１４６条第２項の規定により、令和５年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事

業特別会計事故繰越し繰越計算書について、次のとおり報告する。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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第１４号報告 

 

令和５年度草加市介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、令和５

年度草加市介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書について、次のとおり報告する。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 

 



 

- 32 
- 
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第１５号報告 

 

令和５年度草加市水道事業会計継続費繰越計算書の報告について 

 

 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第１項の規定により、

令和５年度草加市水道事業会計継続費繰越計算書について、次のとおり報告する。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 

 



 

- 34 
- 

 



- 35 - 

第１６号報告 

 

令和５年度草加市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、令和５年

度草加市水道事業会計予算繰越計算書について、次のとおり報告する。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 36 
- 

 



- 37 - 

 

第１７号報告 

 

令和５年度草加市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、令和５年

度草加市公共下水道事業会計予算繰越計算書について、次のとおり報告する。 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
 

 

 

 



 

- 38 
- 
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第１８号報告 

 

令和５年度草加市土地開発公社事業報告書及び事業会計決算書の提出につ

いて 

 

 令和５年度草加市土地開発公社事業報告書及び事業会計決算書について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、次のとおり提出する。 

 

令和５年度草加市土地開発公社事業報告書及び事業会計決算書 別添 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
                          

                           



- 40 - 

 



- 41 - 

第１９号報告 

 

令和５年度公益財団法人草加市スポーツ協会事業報告書及び決算書の提出

について 

 

 令和５年度公益財団法人草加市スポーツ協会事業報告書及び決算書について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、次のとおり提出する。 

 

令和５年度公益財団法人草加市スポーツ協会事業報告書及び決算書 別添 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
                          

                           



- 42 - 

 



- 43 - 

第２０号報告 

 

令和５年度公益財団法人草加市文化協会事業報告書及び決算書の提出につ

いて 

 

 令和５年度公益財団法人草加市文化協会事業報告書及び決算書について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、次のとおり提出する。 

 

令和５年度公益財団法人草加市文化協会事業報告書及び決算書 別添 

 

   令和６年６月６日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
                          

                          

 


